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介
護
保
険
以
外
の

　
　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス

　

市
で
は
、
高
齢
者
が
自
立
し
た
生
活
を
継

続
で
き
る
よ
う
に
、
介
護
保
険
対
象
外
の
支

援
を
必
要
と
す
る
か
た
に
対
し
、
次
の
よ
う

な
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

生
活
の
不
安
を
解
消
し
、
今
の
暮
ら
し
を

よ
り
安
心
で
安
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

自
立
し
た
生
活
の
お
手
伝
い

◆
軽
度
生
活
援
助
事
業

　

軽
易
な
日
常
生
活
の
援
助
（
買
い
物
、
掃

除
、
調
理
、
洗
濯
、
玄
関
前
の
除
雪
な
ど
）

を
行
い
ま
す
。

対
象
者
▼
65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
で
、
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
か
た

※
除
雪
の
場
合
は
、
要
支
援
以
上
の
か
た
が

い
る
世
帯

費　

用
▼
1
回
１
時
間
２
０
０
円

（
除
雪
の
場
合
は
1
回
１
時
間
３
０
０
円
）

車
い
す
で
お
出
か
け
の
際
に
は

◆
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

通
院
や
リ
ハ
ビ
リ
の
援
助
を
図
る
た
め
、

市
内
の
リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
交

付
し
ま
す
。

対
象
者
▼
65
歳
以
上
で
、
常
時
、
車
い
す
を

利
用
さ
れ
て
い
る
か
た

　

次
の
サ
ー
ビ
ス
を
ご
希
望
の
か
た
は
、
地

区
の
民
生
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に

◆
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
設
置
事
業

　

緊
急
時
の
対
応
が
困
難
な
世
帯
に
、
シ
ル

バ
ー
コ
ー
ル
を
設
置
し
ま
す
。

対
象
者
▼
65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯

費　

用
▼
月
額
１
９
９
円
（
市
民
税
非
課
税

世
帯
で
、
合
計
所
得
金
額
と
課
税
年
金
収

入
額
の
合
計
が
80
万
円
を
超
え
る
か
た
、

お
よ
び
市
民
税
課
税
世
帯
の
か
た
）

配
食
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
た
見
守
り

◆
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

調
理
な
ど
が
困
難
な
か
た
を
対
象
に
、
健

康
な
ど
を
考
慮
し
た
食
事
を
配
達
し
、
安
否

確
認
を
行
い
ま
す
。

対
象
者
▼
65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
な
ど

費　

用
▼
１
食
あ
た
り
２
１
０
円

介護保険認定状況
日常生活圏域ニーズ調査のお知らせ

　６５歳以上のかたから無作為に抽出して、「日常

生活圏域ニーズ調査票」をお送りしていますが、ま

だ調査票を提出されていないかたは、お早めにご回

答いただき、担当のケアマネージャーに渡すか、同

封の返信用封筒で送付してくださいますようお願

いします。

介護保険料の大きな増額は

抑制されています

　介護に従事する人の処遇を改善するために、平成

21年４月に介護報酬が３％引き上げられました。

　この改定にともない、介護保険料を増額せざるを

得ないことになりましたが、平成21年度～ 23年度

の３年間は保険料が大きく増額しないよう、国の特

別対策が設けられています。

　なお、平成24年度からは、介護保険料の

見直しがあります。

被保険者数（平成22年12月31日現在）

年　齢　区　分 被保険者数（人）

65歳以上75歳未満 3,174

75歳以上 4,464

合　　　　　計 7,638

認定者数（平成22年12月31日現在）

要介護度区分 認定者数（人）

要 支 援 １ 158

要 支 援 ２ 158

要 介 護 １ 203

要 介 護 ２ 282

要 介 護 ３ 184

要 介 護 ４ 221

要 介 護 ５ 182

合 計 1,388

問　

健
康
長
寿
課 

（
☎
87
‐
０
８
８
８
）
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介
護
保
険
制
度
は

　

み
ん
な
で
支
え
あ
う
制
度
で
す

　

介
護
保
険
制
度
は
、
市
が
保
険
者
と
し
て

運
営
し
て
い
ま
す
。
40
歳
以
上
の
す
べ
て
の

か
た
は
加
入
者
（
被
保
険
者
）
と
な
り
、
保

険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。（
生
活
保
護
者
を
除
く
）

　

被
保
険
者
は
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と

き
に
は
、
費
用
の
一
部
を
支
払
っ
て
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を

　
　

利
用
す
る
た
め
に
は

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
か
た

・
65
歳
以
上
の
か
た

・
40
〜
64
歳
で
、
老
化
に
起
因
す
る
特
定
の

疾
病
に
よ
り
介
護
の
必
要
が
あ
る
か
た

申
請
手
続
き
の
方
法

　

介
護
保
険
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

た
め
に
は
、
市
に
申
請
し
て
「
介
護
や
支
援

が
必
要
で
あ
る
」
と
認
定
さ
れ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
ま
で
の
手
続
き
の

流
れ
は
、
下
図
の
と
お
り
で
す
。

認
定
区
分

　

申
請
後
、認
定
の
た
め
の
調
査
が
行
わ
れ
、

原
則
、
申
請
後
30
日
以
内
に
認
定
結
果
が
通

知
さ
れ
ま
す
。
認
定
区
分
に
は
「
非
該
当
」

「
要
支
援
１
〜
２
」「
要
介
護
１
〜
５
」
の
８

段
階
が
あ
り
、
区
分
に
よ
っ
て
利
用
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
が
異
な
り
ま
す
。

『
非
該
当
』

　

介
護
保
険
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
が
、

市
が
行
う
介
護
予
防
事
業
が
利
用
で
き
ま

す
。

『
要
支
援
１
〜
２
』

　

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

そ
の
際
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
な

ど
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し
、
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

『
要
介
護
１
〜
５
』

　

生
活
の
維
持
改
善
を
図
る
た
め
の
さ
ま
ざ

ま
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
る
際

は
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し
、

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
お
手
伝
い
し
ま
す

※ 

施
設
入
所
希
望
の
か
た
は
、
直
接
施
設
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

要介護（要支援）認定までの流れ

①申請書の提出
　サービスの利用を希望される
かたは、健康長寿課（すこやか
内）の窓口に申請書を提出して
ください。

【申請に必要なもの】
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証

（65歳未満のかた）
※ 申請書には主治医の氏名、医
療機関名などの記入欄があり
ますので、主治医の氏名をご
確認ください

②認定調査
◆訪問調査
　市の調査員が自宅を訪問し、
ご家族の立ち会いのもと、ご本
人の心身の状況について調査し
ます。（全国共通の調査票を使
用）

◆主治医意見書
　市から主治医に依頼して、ご
本人の心身の状況について意見
書を作成してもらい、判定の資
料とします。

③審査・判定
　一次判定（コンピュータ判定）
の結果と主治医意見書などをも
とに、保健・医療・福祉の専門
家による「介護認定審査会」で
審査され、要介護状態の区分が
判定されます。
　その後、認定結果がご本人に
通知されます。

介護認定には
有効期間があります

　認定の有効期間は、原則、新
規の場合は６か月です。
　引き続き、サービスの利用を
希望される場合は、有効期間満
了前に更新の手続きが必要で
す。更新の申請は有効期間満了
の60日前から受け付けますの
で、お忘れなく。


